
電 力 需 給 契 約 書（ 案）  
 
 大分県知事 佐藤 樹一郎（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と ○○○○○○○○○○（ 以下「 乙」
と いう 。 ） と は、 大分県立海洋科学高等学校ほか１ ９ 施設（ 以下「 県施設等」 と いう 。 ） で
使用する 電気の供給について、 次のと おり 契約を締結する 。  
 
  （ 信義誠実の義務）  
第１ 条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこ の契約に定める 各条項を履行し なければなら な

い。  
  （ 契約の内容）  
第２ 条 乙は、別紙仕様書に基づき 甲が県施設等で使用する 電力を需要に応じ て供給し 、甲

は、 乙にその対価を支払う も のと する 。  
 （ 契約単価）  
第３ 条 契約単価は、別紙電力需給契約単価表（ 以下「 単価表」 と いう 。） のと おり と する 。  
２  契約後において、 乙の発電費用等の変動によ り 契約単価を改定する 必要が生じ たと き
 は、 甲乙協議の上こ れを改定する こ と ができ る 。  
 （ 電力需給期間）  
第４ 条 契約期間は、 令和７ 年３ 月１ 日から 令和８ 年２ 月２ ８ 日ま でと する 。  
 （ 契約保証金）  

第５ 条 乙は、契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上の契約保証金を納付する こ と 。 ただし 、次の

場合は、 契約保証金の全部又は一部の納付が免除さ れる 。  

  ア 保険会社と の間に県を被保険者と する 履行保証保険契約を締結し たと き 。  

  イ  過去２ 年間に国又は都道府県と 種類及び規模をほぼ同じ く する 契約を数回以上に
わたって締結する と と も に、こ れら 全てを誠実に履行し 、かつ将来契約を履行し ない
こ と と なる おそれがないと 認めら れる と き 。  

  （ 権利義務の譲渡等の禁止）  
第６ 条 乙は、こ の契約によ って生じ る 権利若し く は義務を第三者に譲渡し 、又は継承さ せ

てはなら ない。 ただし 、 甲の承諾を得た場合は、 こ の限り ではない。  
 （ 使用電力量の増減）  
第７ 条 甲が県施設等で使用する 電力量（ 以下「 使用電力量」 と いう 。 ） は、 電気の使用状

況によ って予定使用電力量よ り 増加又は減少する こ と ができ る 。  
 （ 契約電力の変更）  
第８ 条 供給開始後の契約電力は、 その１ 月の最大需要電力と 前１ １ 月の最大需要電力の

いずれか大き い値と する 。 ただし 、 仕様書別紙に定める 各施設の最大需要電力が５ ０ ０ k
w以上と なる 場合は、 甲乙協議の上こ れを変更する こ と ができ る 。  

２  甲が前項の規定にかかわら ず、 契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用し た
 場合は、 乙の標準供給条件に定める 契約超過金を支払う も のと する 。  
 （ 電気料金の算定期間）  
第９ 条 電気料金の算定期間は、 毎月初日から 当該月末日までの期間と する 。  
 （ 使用電力量の計量）  
第10条 使用電力量の計量は、計量器に記録さ れた電力量によ る も のと し 、乙は甲の需給地

点を管轄する 一般送配電事業者（ 以下「 一般送配電事業者」 と いう 。 ） が、 前月１ 日０ 時
から 当月１ 日０ 時ま での３ ０ 分ごと に計量さ れた電力量を合計し た値を、 一般送配電事
業者から 受領し 、 その値によ り 算定し た使用電力量を電気料金請求時に甲に通知し なけ
ればなら ない。  

 （ 電気料金の支払）        
第11条 乙は、 前条の計量の通知後、 当該月に係る 電気料金の支払を、 原則と し て、 翌月１

０ 日ま でに請求し なければなら ない。  
２  前項に規定する 電気料金は、基本料金（ 単価表の基本料金単価に契約電力を乗じ て得た

額）、電力量料金（ 単価表の電力量料金単価に当該月の使用電力量を乗じ て得た額）及び、
電気事業者によ る 再生可能エネルギー電気の調達に関する 特別措置法に基づく 賦課金及
び燃料費等調整額（ 九州地区の旧一般電気事業者が定める 標準供給条件によ る ） の合計を



加算し た額と する 。 ただし 、 調整料金を設定し ている 場合はその額も 加算する 。  
３  前項の基本料金は、当該月の力率が、８ ５ パーセント を上回る 場合は、その上回る １ パ

ーセント につき 基本料金を１ パーセント 割引し 、８ ５ パーセント を下回る 場合は、その下
回る １ パーセント につき 基本料金を１ パーセント 割増し する も のと する 。  

４  甲は、第１ 項の規定によ る 請求があったと き は、乙の標準供給条件に定める 支払期限ま
でに電気料金を支払わなければなら ない。  

５  甲の責めに帰すべき 理由によ り 、 前項の規定によ る 支払が遅れた場合は、 乙は、当該電
気料金につき 、遅延日数に応じ 年２ ．５ パーセント の割合で計算し た額の遅延利息の支払
を甲に請求する こ と ができ る 。  

６  請求は乙が請求書を作成し 、 甲が別途指示する 送付先に送付する も のと する 。  
  （ 契約の解除）  
第12条  甲は、 乙が次の各号の一に該当する と き は、 こ の契約を解除する こ と ができ る 。  
  ( 1)   天災地変その他乙の責めに帰すべき 理由によ ら ないで、 電気の供給をする 見込みが

 ないと 認めたと き 。  
  ( 2)  乙に誠意がなく 、 完全に契約の履行を終わる 見込みがないと 認めたと き 。  
  ( 3)  契約の履行に関し 、 不正の行為がある と 認めたと き 。  
  ( 4)  正当な理由によ り こ の契約の解除を申し 出たと き 。  
  ( 5)  乙が暴力団（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第７

７ 号） 第２ 条第２ 号に規定する 暴力団をいう 。 ） 若し く は暴力団員（ 同条第６ 号に規定
する 暴力団員をいう 。） 又は暴力団若し く は暴力団員と 密接な関係を有する 者と 認めら
れたと き 。  

２  乙は、前項の規定によ る 契約の解除によ り 損害を受けた場合においても 、甲に対し てそ
の損害賠償を請求する こ と ができ ない。  

  （ 違約金）  
第13条 甲は、乙の責めに帰すべき 理由によ り 契約を解除し たと き は、当該解除の日から 契

約期間満了の日ま での期間に係る 基本料金と 単価表の電力量料金単価に当該解除の日か
ら 契約期間満了の日ま での期間に係る 予定使用電力量を乗じ て得た額の合計の１ ０ ０ 分
の１ ０ に相当する 金額を、 違約金と し て乙から 徴収する も のと する 。  

 （ 補足）  
第14条 前各条項に定める も ののほか、こ の契約の履行について必要な事項は、大分県契約

事務規則（ 昭和３ ９ 年大分県規則第２ ２ 号） 、乙の標準供給条件に定める と こ ろによ る 。  
 （ 協議）  
第15条 こ の契約書に約定し ない事項について約定する 必要が生じ たと き 、 又はこ の契約

書に約定する 事項について疑義のある と き は、その都度甲、乙協議し て定める も のと する 。 
 （ 特約事項）  
第16条 こ の契約は、 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ３ ４ 条の３ の規定によ る

長期継続契約である ため、 契約の締結する 日の属する 年度の翌年度以降において歳入歳
出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、 解除する 。  

 
  こ の契約が成立し たこ と を証する ため、 こ の契約書２ 通を作成し 、 各自それぞれ１ 通を所
持する 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            令和  年  月  日 
 
                                甲  大分市大手町３ 丁目１ 番１ 号 
 
                   大分県知事 佐 藤 樹 一 郎 
 
 
                                乙   ○○○○○○○○○○ 
 
                 ○○○○○○○○○○ 



別紙

区　分
単価

（円／kWh）

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

夏　　　季

その他季

調整料金

くじゅうアグリ創生塾

大分県立歴史博物館

電力量料金

大分県立海洋科学高等学校

大分県立久住高原農業高等学校

大分県立埋蔵文化財センター

大分県立宇佐産業科学高等学校

※「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいう。
 　「その他季」とは「夏季」以外の期間をいう。
　上記単価は、税込表記とする。
　調整料金は、小数点第２位未満を切捨てる。

電力需給契約単価表

施設名

施
設
番
号

8

9

10

教育センタ－

大分県立日田支援学校

大分県立別府支援学校

大分県立安心院高等学校

大分県立さくらの杜高等支援学校11

12

基本料金単価
（円／kW）

大分県立別府支援学校鶴見校

大分県立由布支援学校

大分県立佐伯支援学校

1

2

5

6

7

3 大分県立香々地青少年の家

4 大分県立九重青少年の家

17

18

20

13 大分県立大分支援学校

16 大分県立臼杵支援学校

19

14 大分県立大分支援学校（仮設）

15 大分県立竹田支援学校


